
要介護度
利用料金総額 7,590 円 7,940 円 8,190 円 8,350 円 8,510 円

１割負担額 759 円 794 円 819 円 835 円 851 円

２割負担額 1,518 円 1,588 円 1,638 円 1,670 円 1,702 円

３割負担額 2,277 円 2,382 円 2,457 円 2,505 円 2,553 円

要介護度

要支援２ 7,554 円 755 円 1,510 円 2,265 円

加算項目

医療連携体制加算Ⅲ 598 円 59 円 118 円 177 円

認知症ケア専門加算Ⅰ 30 円 3 円 6 円 9 円

初期加算 304 円 30 円 60 円 90 円

口腔衛生管理体制加算 304 円 30 円 60 円 90 円

生活機能向上連携加算 2,028 円 202 円 404 円 606 円

栄養スクリーニング加算 50 円 5 円 10 円 15 円

サービス提供強化加算Ⅱ 60 円 6 円 12 円 18 円

介護職員処遇改善加算Ⅰ

介護職員等特定処遇加算Ⅱ

※　単位数について

要介護度
単位数 749 単位 784 単位 808 単位 824 単位 840 単位

要介護度

要支援２ 745 単位

（備考）

※　外泊・入院や看取り等により上記以外の加算項目の算定を行う場合があります。

加算料金総額 備考

入居日より30日算定

（「基本料金+加算料金（いずれも単位数を適用）」）×2．3％

１割負担額 ２割負担額 ３割負担額

月額

要介護者のみ算定

該当者のみ算定

月額

利　用　料　金　表
グループホーム さくら

・基本料金（１日あたり）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

【要介護認定者】

※　上記の「利用料金総額」は以下に記載する「単位数」に飯塚市の地域区分（１０．１４）を掛けて、

※　「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」における算定単位数は小数点以

　 下四捨五入の端数処理を行います。

　　　「利用料金」に地域区分を適用する前の状態である数字を「単位数」と呼びます。

　　以下に、上記利用料金の「単位数」を記載致しますので、ご参照下さい。

【要支援認定者】

・基本料金（１日あたり）

利用料金総額 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額

【要介護／要支援認定者】

・主要加算料金（１日あたり【備考に記載する項目除く】）【要介護度共通】

【要支援認定者】

・基本料金（１日あたり）

単位数

【要介護認定者】

　・基本料金（１日あたり）

要介護１

月額

6月毎に算定

（「基本料金+加算料金（いずれも単位数を適用）」）×11．1％ 月額

　 算出された金額（小数点以下切り捨て）となりますので、１月あたりの目安と誤差が生じています。

要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５



加算項目

医療連携体制加算Ⅲ 59 単位

認知症ケア専門加算Ⅰ 3 単位

初期加算 30 単位

口腔衛生管理体制加算 30 単位

生活機能向上連携加算 200 単位

栄養スクリーニング加算 5 単位

サービス提供強化加算Ⅱ 6 単位

居室形態

個室 45,000 円

食事提供別

1日総額 1,145 円

朝食 315 円

昼食 415 円

夕食 415 円

負担総額

・家賃、食費等【要介護度共通】

・家賃（月額）

負担総額

・食費（1食あたり）【要介護度共通】

要介護者のみ算定

・主要加算料金（１日あたり【備考に記載する項目除く】）【要介護度/要支援共通】

単位数 備考

・光熱水費（月額）：２５，４５０円

・入居一時金：１００，０００円

（入居メンテナンスの預り金として入居時にお支払い頂く項目）

６ヶ月に１回算定

入居日から３０日、又は入院が３０日を超えた場合に算定

月額

月額

該当者のみ算定



要介護度

要支援2 28,183 円 45,000 円 35,180 円 25,450 円 133,813 円

要介護1 30,429 円 45,000 円 35,180 円 25,450 円 136,059 円

要介護2 31,677 円 45,000 円 35,180 円 25,450 円 137,307 円

要介護3 32,532 円 45,000 円 35,180 円 25,450 円 138,162 円

要介護4 33,101 円 45,000 円 35,180 円 25,450 円 138,731 円

要介護5 33,672 円 45,000 円 35,180 円 25,450 円 139,302 円

要介護度

要支援2 56,366 円 45,000 円 35,180 円 25,450 円 161,996 円

要介護1 60,858 円 45,000 円 35,180 円 25,450 円 166,488 円

要介護2 63,354 円 45,000 円 35,180 円 25,450 円 168,984 円

要介護3 65,064 円 45,000 円 35,180 円 25,450 円 170,694 円

要介護4 66,202 円 45,000 円 35,180 円 25,450 円 171,832 円

要介護5 67,344 円 45,000 円 35,180 円 25,450 円 172,974 円

要介護度

要支援2 84,549 円 45,000 円 35,180 円 25,450 円 190,179 円

要介護1 91,287 円 45,000 円 35,180 円 25,450 円 196,917 円

要介護2 95,031 円 45,000 円 35,180 円 25,450 円 200,661 円

要介護3 97,596 円 45,000 円 35,180 円 25,450 円 203,226 円

要介護4 99,303 円 45,000 円 35,180 円 25,450 円 204,933 円

要介護5 101,016 円 45,000 円 35,180 円 25,450 円 206,646 円

・　利用料金に適用される割合は「介護保険負担割合証」記載の割合となっています。

【備考】

・　上記目安に用いた加算項目は以下の通りとなります。

食費 光熱水費

利 用 料 金 目 安 表

グループホーム さくら

 ※下記表の算定日数は31日とし、入居日以降31日間における目安の料金を記載しています。
　　又、入所日は昼食より食事提供を開始し、31日間食事提供が継続したものとします。

・1割負担

介護サービス 家賃 食費 光熱水費

・2割負担

利用料金総額

利用料金総額

利用料金総額

・3割負担

介護サービス 家賃 食費 光熱水費

介護サービス 家賃

・　「介護サービス」に係る費用は飯塚市へ「高額介護サービス費」の支給の申請を行う事により一部

　軽減される可能性があります（収入により負担上限額は変動します）。

・　入居一時金（１００，０００円）は入居時に別途必要となります。

　　 医療連携体制加算（要介護認定者のみ）、認知症専門ケア加算Ⅰ、初期加算（３０日間）

　　 サービス提供体制強化加算Ⅱ、生活機能向上連携加算、口腔衛生管理体制加算

　　 栄養スクリーニング加算、介護職員処遇改善加算Ⅰ、介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ

・　上記目安は看取り等により増加する可能性があります。


